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 住居表示整備事業に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。 

  令和２年７月１６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

北九州市条例第３８号 

   住居表示整備事業に伴う関係条例の整理に関する条例 

（区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌に関する 

条例の一部改正）

第１条 区の設置並びに区の事務所の位置、名称、所管区域及び事務分掌に関

する条例（昭和３８年北九州市条例第５８号）の一部を次のように改正する

。

  第１条第２項の表の八幡西区の項中「木屋瀬一～五丁目」の次に「、木屋

瀬東一～四丁目」を加える。

（北九州市区役所出張所設置条例の一部改正）

第２条 北九州市区役所出張所設置条例（昭和３８年北九州市条例第３号）の

一部を次のように改正する。

  第２条の表の八幡西区役所八幡南出張所の項中「木屋瀬五丁目まで」の次

に「、木屋瀬東一丁目から木屋瀬東四丁目まで」を加える。 

（北九州市市民センター条例の一部改正） 

第３条 北九州市市民センター条例（平成６年北九州市条例第４９号）の一部

を次のように改正する。 

  別表第１の北九州市立木屋瀬市民センターの項中 

北九州市八幡西区大字野面７７０番地 

北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目１２番１号 

改める。 

（北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正）

第４条 北九州市教育施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市

条例第８号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１の小学校の項中 

〃   〃 大字野面６２３番地 

〃   〃 木屋瀬東三丁目１番１号 

を

に

」

」

「

」

を

」

「

に

「

「
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改める。 

付 則 

 この条例は、令和２年８月１日から施行する。 
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北九州市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

令和２年７月１６日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

北九州市規則第５７号

北九州市消防団の組織等に関する規則の一部を改正する規則

北九州市消防団の組織等に関する規則（昭和４０年北九州市規則第９９号）

の一部を次のように改正する。

別表第１の八幡西消防団の第１２分団の項中「木屋瀬一～五丁目」の次に「

、木屋瀬東一～四丁目」を加える。

付 則

この規則は、令和２年８月１日から施行する。
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北九州市告示第３１５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する

同法第１９条第１項の規定により北九州広域都市計画を変更したので、同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により次のとおり告

示し、同条第２項の規定により同法第１４条第１項に規定する図書を公衆の縦

覧に供する。 

  令和２年７月１６日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 都市計画の種類 

  公園 

２ 都市計画を変更する都市計画の名称 

  ２・２・６１７号 香月北公園 

３ 都市計画を変更した土地の区域 

  北九州市八幡西区香月中央一丁目２番

４ 縦覧場所 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市建設局公園緑地部緑政課 
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